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あ
ら
ま
し

令和5年 第１回定例会第１回定例会
◆第１回（３月）定例会は、２月 24 日から３月 23 日までの 28 日間にわたり開催され、

令和５年度予算をはじめ、人事案件、条例の制定や改正、補正予算など 27 件が市長
から、条例の制定について１件の議案が議員から提出されました。議案は、審査の結果、
いずれも原案のとおり、可決・承認されました。また、一般質問では 10 名の議員が
登壇し、市の方針等を質しました。

　本市では、少子化、高齢化の進行と人口減少
による過疎化により、地域の活力やコミュニ
ティの維持が問題となっていますが、まずは、
その時点で考え得る最善の政策にチャレンジ
し、上手くいかなければ機動的かつ柔軟に修正
していくアジャイル型で課題にアプローチして
いく必要があります。
　そこで、令和５年度は、過疎からの脱却策の
一つとして、国が進めるこども政策の強化に伴
い、きめの細かい子育て施策により、経済的支
援はもとより、全ての子育て家庭を対象としたサービスの充実の検討を進め、支援を求めている子ども
や子育て家庭に支援をしっかり届けることができるような環境を進めてまいりたいと考えています。ま
た、子育て施策だけでなく、多様な人たちが活躍できるダイバーシティを推進することで、地域の課題
を創造的に解決し、ヒト・モノ・カネ・情報の新しい循環を生み出していきたいとも考えています。

▼定例会の
　様子は
　こちらから

　令和５年度　施政方針及び提案理由の説明 

第
１
回
定
例
会
の
経
過

※
議
案
の
内
容
は
次
の
ペ
ー
ジ
か
ら 

　
２
月
24
日（
金
）【
議
会
運
営
委
員
会
】

　
　
　
　
　
　
　
【
本
会
議
】開
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
会
期
の
決
定
、諸
般
の
報
告
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
議
案
の
上
程
、提
案
理
由
の
説
明

　
　
　
28
日（
火
）【
本
会
議
】一
般
質
問

　
３
月
２
日（
木
）【
本
会
議
】一
般
質
問

　
　
　
３
日（
金
）【
本
会
議
】一
般
質
問

　
　
　
６
日（
月
）【
本
会
議
】諸
般
の
報
告
、質
疑
、討
論
、採
決
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
議
案
質
疑
、
委
員
会
付
託

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
特
別
委
員
会
設
置
、委
員
の
選
任
）

　
　
　
　
　
　
　
【
予
算
特
別
委
員
会
】（
正
副
委
員
長
の
互
選
）

　
　
　
７
日（
火
）【
総
務
委
員
会
】付
託
案
件
の
審
査

　
　
　
８
日（
水
）【
教
育
厚
生
委
員
会
】付
託
案
件
の
審
査

　
　
　
９
日（
木
）【
経
済
建
設
委
員
会
】付
託
案
件
の
審
査

　
　
　
10
日（
金
）【
予
算
特
別
委
員
会
】付
託
案
件
の
審
査

　
　
　
14
日（
火
）【
予
算
特
別
委
員
会
】付
託
案
件
の
審
査

　
　
　
15
日（
水
）【
予
算
特
別
委
員
会
】付
託
案
件
の
審
査

　
　
　
16
日（
木
）【
予
算
特
別
委
員
会
】付
託
案
件
の
審
査

　
　
　
23
日（
木
）【
議
会
運
営
委
員
会
】

　
　
　
　
　
　
　
【
本
会
議
】委
員
長
報
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
質
疑
、
討
論
、
採
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
追
加
日
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
閉
会
中
の
所
管
事
務
調
査

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
閉
会

（一部抜粋）
　第１回（３月）定例会　
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行
方
市
個
人
情
報
保
護
法
施
行
条
例
の
制
定
に
つ

い
て

　
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
15
年
法

律
第
57
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
令
和
５
年
４
月

１
日
か
ら
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
個
人
情
報
保
護

制
度
が
一
元
化
さ
れ
、
新
法
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る

こ
と
か
ら
、
現
行
の
条
例
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、

新
法
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
定
め
る

も
の

　
条
例
制
定
後
の
選
挙
人
名
簿
の
取
扱
い
及
び
罰

則
規
定
は

　
選
挙
人
名
簿
に
つ
い
て
は
、
個
人
情
報
に
該
当

し
ま
す
。
個
人
情
報
は
厳
格
に
管
理
し
な
が
ら
、

個
人
と
特
定
さ
れ
な
い
情
報
は
活
用
し
て
い
く
と

い
う
こ
と
を
、
国
の
方
で
は
考
え
て
い
ま
す
。
新

法
に
お
い
て
、
全
国
共
通
の
ル
ー
ル
を
定
め
、
地

域
の
特
性
に
応
じ
て
保
護
水
準
を
下
げ
な
い
こ
と

を
条
件
と
し
、
条
例
で
独
自
の
措
置
を
講
じ
る
こ

と
も
可
能
と
し
て
い
ま
す
。
罰
則
に
つ
い
て
は
、

法
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
行
方
市
個
人
情
報
保
護
審
査
会
条
例
の
制
定
に
つ

い
て

　
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
15
年
法

律
第
57
号
）
の
一
部
改
正
に
よ
り
令
和
５
年
４
月
１

日
か
ら
新
法
の
規
定
が
地
方
公
共
団
体
に
も
適
用
さ

れ
る
こ
と
に
伴
い
、
個
人
情
報
保
護
制
度
の
適
正
か

つ
公
正
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
、
行
方
市
個
人
情

報
保
護
審
査
会
を
設
置
す
る
も
の

　
審
査
会
委
員
の
人
数
は

　
定
員
は
５
名
以
内
と
い
う
こ
と
で
、
現
在
は
３

名
の
方
（
弁
護
士
、
税
理
士
、
元
教
員
）
に
お
願

い
し
て
い
ま
す
。

▼
行
方
市
情
報
公
開
審
査
会
条
例
及
び
行
方
市
債
権

管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
15
年
法

律
第
57
号
）
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
現
行
の
条
例
を

廃
止
し
新
た
に
行
方
市
個
人
情
報
保
護
法
施
行
条
例

を
制
定
す
る
こ
と
に
伴
い
、
現
行
の
行
方
市
個
人
情

報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
を
引
用
す
る
条
例
に
お
い

て
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の

行
方
市
公
の
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定
手

続
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に

つ
い
て

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第

２
４
４
条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
市
が
設

置
す
る
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る
指
定
管
理
者

の
指
定
手
続
等
に
お
い
て
、
継
続
的
に
安
定
し
た
事

業
の
運
営
を
図
る
た
め
、
指
定
管
理
者
の
地
位
の
承

継
に
係
る
規
定
を
定
め
る
も
の

　
指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
た
団
体
に
お
け
る

合
併
、
分
割
等
の
事
例
の
有
無
は

　
指
定
管
理
制
度
が
始
ま
り
約
10
年
が
経
過
し
ま

す
が
、
本
市
と
し
て
は
そ
の
よ
う
な
事
例
は
あ
り

ま
せ
ん
。

行
方
市
交
流
宿
泊
施
設
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　
市
民
の
憩
い
の
場
や
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出

及
び
交
流
人
口
の
拡
大
を
図
り
地
域
活
性
化
に
資
す

る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
災
害
や
感
染
症
の
拡
大

防
止
な
ど
の
対
策
に
お
い
て
活
用
す
る
こ
と
を
目
的

に
行
方
市
交
流
宿
泊
施
設
を
設
置
し
、
指
定
管
理
者

に
よ
り
管
理
及
び
運
営
を
行
う
も
の

（
次
ペ
ー
ジ
に
続
く
）

総
務
委
員
会

審査の内容を一部抜粋してお伝えします。議決結果は 11 ページをご参照ください。

令和５年第１回行方市議会定例会 付託案件の審査
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利
用
料
金
の
設
定
の
経
緯
は

　
料
金
の
設
定
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
運
営
や
指

定
管
理
者
に
よ
る
運
営
管
理
に
な
り
ま
す
が
、
近

隣
の
ホ
テ
ル
並
び
に
ム
ー
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
等
を

行
っ
て
い
る
市
町
村
を
参
考
に
料
金
設
定
し
て
お

り
、
あ
く
ま
で
も
上
限
の
金
額
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

▼
公
の
施
設
の
広
域
利
用
に
関
す
る
協
議
に
つ
い
て

　
石
岡
市
、
か
す
み
が
う
ら
市
、
行
方
市
、
小
美
玉

市
及
び
茨
城
町
と
の
間
に
お
い
て
、
公
の
施
設
の
広

域
利
用
に
関
し
協
議
す
る
た
め
、
地
方
自
治
法
第

２
４
４
条
の
３
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
提
案
す
る

も
の

　
行
方
市
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に

関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
に
つ
い
て

　
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る

基
準
、
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保

育
事
業
並
び
に
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施
設
等

の
運
営
に
関
す
る
基
準
及
び
放
課
後
児
童
健
全
育
成

事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
改
正
に
伴

い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の

　
改
正
の
内
容
に
つ
い
て

　
今
回
、
新
た
に
児
童
の
安
全
確
保
と
い
う
こ
と

が
、
条
例
に
追
加
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　
行
方
市
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
に
つ
い
て

　
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

（
令
和
５
年
政
令
第
23
号
）
が
令
和
５
年
４
月
１
日

か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行

う
も
の

　
医
療
機
関
に
よ
っ
て
、
出
産
費
用
に
違
い
が
あ

る
理
由
は

　
費
用
が
高
い
、安
い
と
い
う
部
分
に
つ
い
て
は
、

自
然
分
娩
の
場
合
は
医
療
行
為
外
と
な
る
た
め
、

診
療
報
酬
と
は
関
係
な
く
、
医
療
機
関
の
判
断
で

費
用
が
設
定
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
帝
王
切
開
で
の

分
娩
の
場
合
は
医
療
行
為
が
発
生
す
る
た
め
、
保

険
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
診
療
報
酬
の
単
価
は
決

ま
っ
て
い
る
た
め
、
保
険
内
費
用
は
明
確
と
な
り

ま
す
。

　
行
方
市
誕
生
祝
金
支
給
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　
次
代
を
担
う
子
の
誕
生
を
祝
福
し
、
子
育
て
家
庭

を
支
援
す
る
た
め
、
新
た
に
誕
生
祝
金
を
支
給
す
る

こ
と
と
す
る
も
の

　
本
市
に
お
け
る
令
和
４
年
の
出
生
数
は

　
令
和
４
年
１
月
か
ら
12
月
ま
で
の
出
生
数
は
、

常
住
人
口
で
１
１
４
人
で
す
。

教
育
厚
生

員
委

会

行方市立図書館
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行
方
市
ス
ク
ー
ル
バ
ス
運
行
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
行
方
市
ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
利
用
料
の
公
会
計
化
に

伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の

　
今
回
の
改
正
に
よ
り
、
減
免
規
定
や
利
用
料
金

の
納
入
方
法
に
変
更
は
あ
る
か

　
今
回
の
改
正
に
よ
る
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

行
方
市
社
会
体
育
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
に
つ
い
て

　
行
方
市
社
会
体
育
施
設
と
し
て
榎
本
ス
ポ
ー
ツ
交

流
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
、
当
該
施
設
に
係
る
使
用
料

の
額
を
定
め
る
も
の

　

利
用
条
件
は
団
体
利
用
の
み
と
さ
れ
て
い
る

が
、利
用
が
想
定
さ
れ
る
団
体
は
あ
る
か
。
ま
た
、

広
域
利
用
の
対
象
と
な
る
か

　
玉
造
工
業
高
校
ウ
エ
ー
ト
リ
フ
テ
ィ
ン
グ
部
、
な

め
が
た
ふ
れ
あ
い
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
の
ウ
エ
ー
ト
リ

フ
テ
ィ
ン
グ
教
室
が
利
用
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
ス

ポ
ー
ツ
の
ほ
か
、
シ
ル
バ
ー
リ
ハ
ビ
リ
体
操
教
室

な
ど
、
市
民
の
健
康
づ
く
り
に
お
け
る
住
民
交
流

の
場
に
も
利
用
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

併
せ
て
、
こ
の
施
設
は
広
域
利
用
の
対
象
と
な
る

の
で
、
今
後
利
用
の
可
能
性
も
広
が
り
ま
す
。

▼
行
方
市
市
道
の
構
造
の
技
術
的
基
準
を
定
め
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
道
路
法
（
昭
和
27
年
法
律
第
１
８
０
号
）
第
30
条

第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
道
路
構
造
令

（
昭
和
45
年
政
令
第
３
２
０
号
）
の
一
部
が
改
正
さ

れ
た
こ
と
に
伴
い
、
道
路
構
造
令
の
基
準
を
参
酌
し

て
定
め
る
条
例
の
改
正
を
行
う
も
の

　
行
方
市
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
市
道
の

構
造
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進

に
関
す
る
法
律
（
平
成
18
年
法
律
第
91
号
）
の
一
部

が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
移
動
等
円
滑
化
の
た

め
に
必
要
な
道
路
の
構
造
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

省
令
（
平
成
18
年
国
土
交
通
省
令
第
１
１
６
号
）
が

改
正
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
同
省
令
の
基
準
を
参
酌
し

て
定
め
る
条
例
の
改
正
を
行
う
も
の

　
本
市
の
バ
ス
停
も
、
今
後
こ
の
基
準
に
合
わ
せ

て
変
更
し
て
い
く
の
か

　
規
格
の
大
き
な
道
路
で
、
な
お
か
つ
確
実
に
バ

ス
の
停
留
所
に
な
る
と
決
定
し
た
場
所
に
つ
い
て

は
、
施
工
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

▼
行
方
市
市
道
に
設
け
る
道
路
標
識
の
寸
法
を
定
め

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
道
路
法
（
昭
和
27
年
法
律
第
１
８
０
号
）
第
45
条

第
２
項
の
規
定
に
よ
る
道
路
標
識
、
区
画
線
及
び
道

路
標
示
に
関
す
る
命
令
（
昭
和
35
年
総
理
府
・
建
設

省
令
第
３
号
）の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

同
命
令
の
規
定
を
参
酌
し
て
定
め
る
条
例
の
改
正
を

行
う
も
の

▼
行
方
市
土
採
取
事
業
規
制
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
に
つ
い
て

　
宅
地
造
成
等
規
制
法
（
昭
和
36
年
法
律
第
１
９
１

号
）
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
題
名
の
改
称
及
び
規
定

の
新
設
が
さ
れ
た
こ
と
に
伴
う
条
ず
れ
等
が
生
じ
る

た
め
、
同
法
を
引
用
す
る
条
例
に
お
い
て
所
要
の
改

正
を
行
う
も
の

　
行
方
市
水
道
事
業
給
水
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
に
つ
い
て

　
民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
３
年
法

律
第
24
号
）
に
よ
り
、
民
法
（
明
治
29
年
法
律
第
89

号
）
に
お
い
て
相
隣
関
係
に
係
る
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
設

備
の
設
置
・
使
用
権
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
に

伴
い
、
当
該
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
は
給
水
装
置

新
設
等
に
係
る
申
込
み
の
際
に
利
害
関
係
人
の
同
意

を
不
要
と
す
る
も
の

　
給
水
管
を
宅
内
に
引
き
込
む
際
の
個
人
負
担
に

つ
い
て

　
本
管
か
ら
新
た
に
給
水
を
取
り
出
す
場
合
、
そ

の
給
水
取
り
出
し
は
個
人
負
担
と
な
り
ま
す
。

経
済
建
設

員
委

会
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予
算
特
別

員
委

会

予 算 編 成 概の 要
　令和５年度の一般会計予算については、社会保障関係費の増大への対応、公共施設等の老朽化へ
の対応等、全国的な課題に対応しつつ、本市の重点課題である通学路や高速道路アクセス道路など
の幹線道路整備、学校跡地構造物の撤去等について、引き続き、合併特例債を活用しながら推進す
るとともに、大規模な公共構造物の整備更新費用、自治体 DX 関連経費の増加及び原油価格・物価
高騰に伴う燃料費、光熱水費などの経常経費の増加による予算の確保を行いました。

一般会計は178億8,000万円 【前年度比4.6%増】

予算特別委員会　大原　功坪 委員長

　
提
出
さ
れ
た
各
会
計
の
補
正

予
算
、
令
和
５
年
度
の
一
般

会
計
予
算
、
各
特
別
会
計
予
算

及
び
事
業
会
計
予
算
に
つ
い
て

は
、
予
算
特
別
委
員
会
で
審
議

さ
れ
ま
し
た
。

　
市
政
全
般
に
わ
た
っ
て
多
く

の
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、

そ
の
審
査
経
過
を
掲
載
い
た
し

ま
す
。

あ 
ら 
ま 

し

歳入 歳出
区分 本年度予算額 前年度比（％）

自
主
財
源
（
35
・
４
％
）

市税 39 億 3,355 万３千円 △ 1.8

繰入金 12 億 2,726 万３千円 70.9

諸収入 3 億 4,027 万５千円 4.5

繰越金 ２億円 0.0

寄附金 ４億 50 万 1 千円 166.1

使用料・手数料 1 億 2,456 万４千円 △ 1.6

財産収入 7,329 万４千円 1.3

分担金・負担金 2,992 万４千円 △ 9.0

依
存
財
源
（
64
・
６
％
）

地方交付税 56 億 2,000 万円 1.8

国庫支出金 21 億 9,935 万１千円 11.9

市債 11 億 9,310 万円 △ 23.6

県支出金 12 億 7,947 万５千円 7.7

譲与税・交付金 12 億 5,870 万円 2.8

区分 本年度予算額 前年度比（％）

民生費 51 億 5,961 万７千円 2.3

総務費 34 億 2,075 万円 14.4

公債費 19 億 1,960 万５千円 △ 4.6

土木費 18 億 4,814 万７千円 △ 1.3

教育費 21 億 9,885 万６千円 22.8

衛生費 13 億 1,678 万４千円 △ 11.5

消防費 ８億 4,979 万３千円 3.4

農林水産業費 ８億 732 万８千円 14.2

商工費 1 億 9,126 万４千円 △ 2.6

議会費 1 億 5,784 万９千円 0.8

災害復旧費 ６千円 0

諸支出金 １千円 0

予備費 1,000 万円 0
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予 算 編 成 審の 査

会　　計　　名 令和５年度 令和４年度 前年度比（％）

一般会計 178 億 8,000 万円 170 億 9,000 万円 4.6

国民健康保険特別会計 47 億 7,600 万円 47 億 6,300 万円 0.3

介護保険特別会計 38 億 4,720 万円 39 億 8,140 万円 △ 3.4

後期高齢者医療特別会計 ４億 5,700 万円 4 億 2,500 万円 7.5

水道事業会計 16 億 1,936 万５千円 14 億 8,845 万 3 千円 8.8

下水道事業会計 16 億 6,438 万５千円 14 億 5,684 万 3 千円 14.2

合　　　計 302 億 4,395 万円 292 億 469 万 6 千円 3.6

令和５年度の各予算

　
ふ
る
さ
と
応
援
寄
附
金
募
集
事
業

　
返
礼
品
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
多
い
か

　
令
和
４
年
度
の
実
績
と
し
て
、
生
イ
モ
や
干

し
イ
モ
な
ど
の
サ
ツ
マ
イ
モ
関
係
が
主
流
と

な
っ
て
お
り
、全
体
の
55
％
を
占
め
て
い
ま
す
。

そ
の
ほ
か
、
ウ
ナ
ギ
や
菓
子
の
詰
め
合
わ
せ
な

ど
が
あ
り
ま
す
。

　
霞
ケ
浦
ふ
れ
あ
い
ラ
ン
ド
再
生
整
備
事
業

　
霞
ケ
浦
ふ
れ
あ
い
ラ
ン
ド
内
遊
具
設
置
工
事

の
事
業
内
容
は

　
虹
の
塔
周
辺
に
小
型
の
遊
具
を
10
基
程
度
設

置
す
る
予
定
。
市
民
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果

に
よ
る
も
の
。
市
内
に
お
い
て
遊
ぶ
場
所
が
少

な
く
、
ふ
れ
あ
い
ラ
ン
ド
内
に
遊
具
が
欲
し
い

と
い
う
意
見
が
多
く
あ
り
、
長
期
契
約
継
続
と

は
別
に
予
算
化
し
、
設
置
す
る
必
要
性
が
あ
る

と
考
え
て
い
ま
す
。

　
消
防
団
設
置
事
業

　
消
防
団
員
運
転
免
許
取
得
補
助
金
の
内
容
は

　
運
転
免
許
制
度
が
改
正
に
な
り
、
内
容
が
よ

り
細
分
化
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
所

持
し
て
い
た
免
許
で
は
タ
ン
ク
車
等
に
乗
れ
な

い
団
員
が
出
て
き
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
団
員

の
た
め
に
、
オ
ー
ト
マ
限
定
解
除
、
準
中
型
、

中
型
取
得
の
た
め
の
費
用
の
補
助
を
行
う
も
の

で
す
。

　
商
工
振
興
事
業

　
商
工
振
興
事
業
補
助
金
の
内
容
は

　
商
工
業
振
興
を
目
的
に
、
市
内
の
中
小
企
業

等
に
適
切
な
指
導
を
受
け
て
い
た
だ
く
た
め
、
行

方
市
商
工
会
に
補
助
金
を
出
し
て
い
る
も
の
で

す
。
事
業
内
容
と
し
て
経
営
指
導
員
に
よ
る
巡
回

指
導
、
窓
口
指
導
、
創
業
指
導
、
記
帳
専
任
職
員

へ
の
指
導
な
ど
。
令
和
３
年
度
実
績
で
は
、
対
象

事
業
者
１
０
３
件
、
う
ち
機
械
化
に
結
び
付
け
た

も
の
30
件
、
日
本
政
策
金
融
公
庫
へ
の
あ
っ
せ
ん

22
件
な
ど
、
貸
付
全
体
で
61
件
３
億
８
７
０
０
万

円
程
度
を
融
資
に
つ
な
げ
ま
し
た
。

　
教
育
総
務
費　
事
務
局
事
務
費

　
ス
ク
ー
ル
ロ
イ
ヤ
ー
委
託
料
の
内
容
は

　

令
和
５
年
度
か
ら
始
め
る
新
規
事
業
で
す
。

学
校
現
場
に
お
け
る
問
題
が
複
雑
化
・
多
様
化

し
て
お
り
、
学
校
や
教
育
委
員
会
が
弁
護
士
に

よ
る
専
門
的
な
立
場
か
ら
必
要
な
助
言
を
受
け

る
制
度
と
な
り
ま
す
。
県
内
で
は
先
進
的
な
事
例

と
い
う
こ
と
で
す
。
今
後
、
児
童
生
徒
へ
の
出
前

授
業
や
、
教
員
に
対
し
て
法
律
に
関
す
る
研
修

等
に
も
活
用
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
給
食
セ
ン
タ
ー
運
営
事
業

　
賄
い
材
料
に
つ
い
て
、
食
材
は
ど
の
く
ら
い

地
場
産
品
を
使
用
し
て
い
る
か

　
地
産
地
消
と
い
う
こ
と
で
、
米
・
野
菜
・
水
産

物
は
、
主
に
地
元
産
を
使
用
し
て
い
ま
す
。
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各委員会への 付託が省略された議案

▼
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

　
損
害
賠
償
の
額
を
定
め
、
和
解
す
る
こ
と
に
つ
い

て
（
１
件
）

▼
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦
に
つ
い
て

　

池
畠　
正
夫　
（
浜
）

　
池
畠
氏
を
候
補
者
と
し
て
推
薦
す
る
こ
と
に
つ
い

て
、
適
任
で
あ
る
と
答
申
し
ま
し
た
。

　
任
期
は
令
和
５
年
７
月
１
日
か
ら
令
和
８
年
６
月

30
日
ま
で
の
３
年
間
で
す
。

▼
行
方
市
議
会
の
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

　
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律

の
整
備
に
関
す
る
法
律(

令
和
３
年
法
律
第
37
号)

の
規
定
に
よ
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律

(

平
成
15
年
法
律
第
57
号)

の
一
部
改
正
に
伴
い
、

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の

個
人
情
報
保
護
制
度
が
一
元
化
さ
れ
個
人
情
報
の
保

護
に
関
す
る
法
律
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
が
、
地
方

公
共
団
体
の
議
会
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

法
律
の
適
用
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
引

き
続
き
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
を
確
保
す
る
た

め
、
行
方
市
議
会
の
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条

例
を
制
定
す
る
も
の

議
員
発
議

審査の内容を一部抜粋してお伝えします。議決結果は 11 ページをご参照ください。

～　議会へ請願・陳情される方へ　～

請願・陳情とは、市民が市政についての要望や意見を直接「議会」に
提出する方法です。

※　請願書（陳情書）はその要旨、理由を簡単に分かりやすく書いてください。
※　提出年月日、請願（陳情）者の住所、署名又は記名押印してください。
※　請願書は、１人以上の紹介議員が必要で、表紙に自筆による署名又は記名押印が

必要です。
※　紹介議員がつかないときは、陳情書としてください。
※　提出方法については、議会事務局へお問い合わせください。

○○○に関する
請願（陳情）書

紹介議員
署名又は
記名押印　　　　　　　　印

○○○に関する請願
（陳情）

1. 要旨
2. 理由

令和　年　月　日

請願（陳情）者の住所
署名又は
記名押印　　　　　　　　印
行方市議会議長　　　　　殿

（表紙例） （内容例）
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（

）

本会議において 賛否が分かれた議案

賛
成
討
論

可決

行
方
市
交
流
宿
泊
施
設
条
例
の
制
定
に
つ
い

て

議案
第５号

反
対
討
論

　
な
る
べ
く
多
く
の
人
に
利
用
し
て
も
ら
う
と

い
う
観
点
か
ら
も
利
用
料
金
が
高
い
と
感
じ

る
。金
額
の
設
定
を
再
度
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　
施
設
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
地
域
住
民
や
来

訪
者
の
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。
公
的
機
関
で
は
難
し
い
サ
ー
ビ
ス
で
も
、

民
間
企
業
で
あ
れ
ば
、
そ
の
経
験
や
ノ
ウ
ハ
ウ

を
生
か
し
て
効
率
的
に
運
営
で
き
る
と
思
う
。

賛
成
討
論

反
対
討
論

　

利
用
料
金
の
上
限
額
を
定
め
る
の
で
は
な

く
、
多
く
の
人
が
利
用
で
き
る
よ
う
な
金
額
設

定
を
す
べ
き
で
あ
る
。

　
示
さ
れ
て
い
る
金
額
は
あ
く
ま
で
も
上
限
で

あ
り
、
管
理
者
が
そ
の
範
囲
内
で
利
用
料
金
を

決
め
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
民
間
企
業
の
営
業

に
よ
る
努
力
に
よ
り
、
季
節
や
そ
の
時
々
で
金

額
に
幅
を
持
た
せ
、
上
限
よ
り
安
く
設
定
す
る

こ
と
も
で
き
る
。

可決

行
方
市
社
会
体
育
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
に
つ
い
て 

議案
第14号

反
対
討
論

　
市
民
の
健
康
づ
く
り
の
機
会
、コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

を
図
る
場
と
し
て
大
事
な
交
流
セ
ン
タ
ー
に
な

る
と
思
う
。
ま
た
、
広
域
利
用
対
象
の
施
設
で

も
あ
る
た
め
、
近
隣
自
治
体
の
団
体
と
の
交
流

も
図
れ
る
。
こ
の
施
設
が
も
っ
と
利
用
価
値
の

あ
る
交
流
セ
ン
タ
ー
に
な
る
よ
う
願
っ
て
い
る
。

　
榎
本
農
村
集
落
セ
ン
タ
ー
は
古
く
、
耐
震
性

の
調
査
が
さ
れ
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
心
配
で

あ
る
。
利
用
が
想
定
さ
れ
る
団
体
が
限
ら
れ
、

使
用
料
金
が
減
免
対
象
と
な
る
た
め
、
ほ
と
ん

ど
市
に
使
用
料
が
入
ら
な
い
。
ま
た
、
予
算
は

議
決
し
た
も
の
の
、
委
員
会
で
審
査
前
に
も
関

わ
ら
ず
、
報
道
関
係
者
へ
の
施
設
の
公
開
は
、

議
会
軽
視
も
甚
だ
し
い
。
執
行
部
は
配
慮
す
べ

き
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
「
行
方
市
経
営
戦
略
」

「
総
合
戦
略
実
施
計
画
」「
公
共
施
設
再
編
に
向

け
た
展
開
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
中
で
は
、
公
共
施

設
は
計
画
を
立
て
、
順
次
廃
止
し
て
い
く
こ
と

が
最
大
の
使
命
。
こ
の
ま
ま
公
共
施
設
を
継
続

し
て
い
け
ば
、
本
市
に
と
っ
て
今
後
の
足
か
せ

に
な
っ
て
し
ま
う
。
内
容
を
精
査
し
、
次
回
に

提
案
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

賛
成
討
論

反
対
討
論

　
元
来
ム
ー
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
は
移
動
式
の
住
宅

で
あ
り
、
使
用
目
的
が
あ
っ
て
市
の
負
担
で
建

設
し
、
運
営
は
全
て
民
間
企
業
に
委
託
す
る
と

の
こ
と
。
市
民
の
税
金
の
使
い
方
と
し
て
は
疑

義
が
あ
る
た
め
反
対
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
利
用
料
金
の
上
限
を

設
定
し
た
条
例
案
で
あ
り
、
上
限
を
設
定
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
以
下
に
設
定
す
る
こ
と

も
可
能
で
あ
る
。
市
が
運
営
に
携
わ
れ
ば
利
用

料
金
を
非
常
に
安
く
設
定
す
る
こ
と
も
で
き
る

が
、
一
方
で
、
同
業
者
へ
民
業
の
圧
迫
を
与
え

て
し
ま
っ
て
は
い
け
な
い
。
き
ち
ん
と
上
限
を

定
め
、
そ
の
範
囲
で
運
営
し
て
い
く
こ
と
は
、

理
に
か
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

反
対
討
論

　
条
例
で
利
用
料
金
を
縛
る
と
い
う
の
は
、
民

間
企
業
に
委
託
す
る
と
い
う
前
提
の
中
で
、
料

金
設
定
の
自
由
度
が
な
い
。や
は
り
こ
れ
は「
別

に
定
め
る
」
と
い
う
こ
と
で
、
委
託
さ
れ
た
方

が
料
金
を
設
定
し
て
、
事
業
に
成
功
し
て
市
に

還
元
し
て
い
た
だ
く
よ
う
な
制
度
が
良
い
の
で

は
な
い
か
。

賛
成
討
論

※
委
員
会
で
の
採
決
の
結
果
が
否
決

と
な
っ
た
た
め
、
討
論
は
賛
成
討

論
か
ら
行
い
ま
し
た

（
次
ペ
ー
ジ
に
続
く
）
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賛
成
討
論

可決

令
和
５
年
度
行
方
市
一
般
会
計
予
算
に
つ
い

て

議案
第21号

反
対
討
論

　
霞
ケ
浦
ふ
れ
あ
い
ラ
ン
ド
再
生
整
備
事
業
に

つ
い
て
疑
義
が
あ
る
。
17
年
先
の
税
金
の
負
担

に
よ
る
市
税
の
使
い
方
と
し
て
、
次
世
代
に
対

し
無
責
任
で
は
な
い
か
。
遊
具
設
置
に
つ
い
て

も
市
が
負
担
す
る
な
ど
市
税
か
ら
持
ち
出
す
話

で
は
な
く
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
に
よ
る
民
間
企
業
導
入
の

メ
リ
ッ
ト
が
な
い
。
法
律
的
に
、
債
務
負
担
に

よ
る
こ
れ
だ
け
の
事
業
変
更
は
お
か
し
く
、
財

政
規
律
違
反
で
は
な
い
か
。
19
億
円
の
債
務
負

担
行
為
の
承
認
に
お
け
る
事
業
と
は
中
身
が
全

て
変
わ
っ
て
し
ま
う
。
あ
ま
り
に
も
無
責
任
で

あ
る
。
よ
り
慎
重
に
、
見
直
し
を
。

　
官
民
連
携
事
業
は
全
て
を
民
間
企
業
に
任
せ

る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
行
政
と
民
間
企
業

が
手
を
取
り
合
い
連
携
し
て
い
く
も
の
で
あ
り
、

市
も
責
任
を
持
っ
て
運
営
し
て
い
く
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
。
遊
具
設
置
の
件
に
つ
い
て
は
、
子
育

て
支
援
・
社
会
資
本
の
整
備
・
過
疎
対
策
債
を

利
用
で
き
る
、と
い
う
３
つ
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
、

運
営
上
必
要
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
の
中
で
今
回
は
、
子
育
て
支
援
策
や
不
妊

治
療
費
の
補
助
、
農
業
の
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
な

ど
、
時
代
に
即
し
た
予
算
の
配
分
が
適
切
に
な

さ
れ
て
お
り
、
本
市
と
し
て
特
色
の
あ
る
内
容

で
あ
り
、
本
市
の
未
来
の
た
め
に
き
ち
ん
と
考

え
ら
れ
た
予
算
で
あ
る
。

賛
成
討
論

反
対
討
論

　
霞
ケ
浦
ふ
れ
あ
い
ラ
ン
ド
内
の
遊
具
設
置
は
、

な
ぜ
市
が
行
う
の
か
。
Ｐ
Ｆ
Ｉ
で
債
務
負
担
行

為
に
よ
り
、
19
億
円
と
い
う
大
き
い
お
金
を
投

資
す
る
よ
う
な
状
況
な
の
だ
か
ら
、
市
が
行
う

も
の
で
は
な
く
、
維
持
管
理
を
委
託
し
た
会
社

が
行
っ
て
市
に
寄
附
す
る
べ
き
で
あ
る
。

　
キ
リ
ン
主
体
の
動
物
園
で
は
な
く
、
屋
内
で

の
小
動
物
と
の
触
れ
合
い
が
メ
イ
ン
の
施
設
で

あ
る
。
ま
た
、
水
の
科
学
館
の
リ
ニ
ュ
ー
ア

ル
だ
け
に
約
19
億
円
か
か
る
の
で
は
な
く
、
高

須
崎
公
園
の
芝
生
や
虹
の
塔
な
ど
も
含
め
、
全

体
の
維
持
管
理
を
委
託
す
る
内
容
と
な
っ
て
い

る
。
遊
具
設
置
に
つ
い
て
も
、
水
の
科
学
館
の

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
と
同
時
期
に
進
行
す
る
形
な
の

で
混
同
し
て
し
ま
う
が
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
と
は

別
の
も
の
で
あ
る
。
論
点
を
整
理
し
て
考
え
て

い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

議案賛否結果一覧表
（賛成＝○、反対＝×、棄権＝△、欠席＝－、議長＝■）

※賛成者を起立させ、表決を行いました。
※議長は通常、表決に加わりません。
※棄権は表決する権利を行使しなかった場合です（棄権は退席を含みます）。

賛否が分かれた
議案と賛否結果

１　
中
城
か
お
り

２　
伊
勢
山
仙
寿

３　
髙
野　
市
郎

４　
阿
部
孝
太
郎

５　
藤
﨑
仙
一
郎

６　
小
野
瀬
忠
利

７　
栗
原　
　
繁

８　
土
子　
浩
正

９　
貝
塚　
俊
幸

10　
鈴
木　
　
裕

11　
宮
内　
　
守

12　
髙
橋　
正
信

13　
小
林　
　
久

14　
髙
木　
　
正

15　
大
原　
功
坪

17　
髙
栁
孫
市
郎

18　
岡
田　
晴
雄

賛 

否 

結 

果

議 案 第 ５ 号 〇 × × 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 × 〇 〇 × 〇 × ■ 可決

議 案 第 14 号 〇 × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 × 〇 × ■ 可決

議 案 第 21 号 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 × ■ 可決

反
対
討
論

　
こ
ち
ら
は
す
で
に
施
設
と
し
て
完
成
し
て
お

り
、
こ
の
条
例
改
正
に
よ
り
活
用
で
き
る
段
階

で
あ
る
。
確
か
に
利
用
が
制
限
さ
れ
た
上
で
の

料
金
設
定
に
関
し
て
疑
義
は
あ
る
が
、
す
で
に

完
成
を
見
た
施
設
を
活
用
す
る
た
め
の
条
例
に

つ
い
て
は
賛
成
。

　
常
任
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
責
任
を
持
っ
て

審
査
さ
れ
た
結
果
が
否
決
と
出
て
い
る
。
そ
れ

が
本
会
議
で
覆
さ
れ
る
と
な
る
と
、
何
の
た
め

に
常
任
委
員
会
が
あ
る
の
か
。
私
は
常
任
委
員

会
の
結
果
を
信
用
し
、
反
対
と
す
る
。

本会議において 賛否が分かれた議案

賛
成
討
論
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《市長提出議案》

《議員提出議案》

令和５年第１回行方市議会定例会　提出議案議決結果
議案番号 件　　　　　　　名 議決結果 付託委員会

報告第 １ 号 専決処分の報告について
（損害賠償の額を定め、和解することについて） ― ―

諮問第 １ 号 人権擁護委員候補者の推薦について 池畠氏を
適任であると答申 ―

議案第 １ 号 行方市個人情報保護法施行条例の制定について 原案可決
（全会一致） 総務委員会

議案第 ２ 号 行方市個人情報保護審査会条例の制定について 原案可決
（全会一致） 総務委員会

議案第 ３ 号 行方市情報公開審査会条例及び行方市債権管理条例の一部を
改正する条例について

原案可決
（全会一致） 総務委員会

議案第 ４ 号 行方市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
の一部を改正する条例について

原案可決
（全会一致） 総務委員会

議案第 ５ 号 行方市交流宿泊施設条例の制定について 原案可決
（賛成多数） 総務委員会

議案第 ６ 号 行方市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め
る条例等の一部を改正する条例について

原案可決
（全会一致） 教育厚生委員会

議案第 ７ 号 行方市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 原案可決
（全会一致） 教育厚生委員会

議案第 ８ 号 行方市誕生祝金支給条例の制定について 原案可決
（全会一致） 教育厚生委員会

議案第 ９ 号 行方市市道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正す
る条例について

原案可決
（全会一致） 経済建設委員会

議案第 10 号 行方市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準
を定める条例の一部を改正する条例について

原案可決
（全会一致） 経済建設委員会

議案第 11 号 行方市市道に設ける道路標識の寸法を定める条例の一部を改
正する条例について

原案可決
（全会一致） 経済建設委員会

議案第 12 号 行方市土採取事業規制条例の一部を改正する条例について 原案可決
（全会一致） 経済建設委員会

議案第 13 号 行方市スクールバス運行に関する条例の一部を改正する条例
について

原案可決
（全会一致） 教育厚生委員会

議案第 14 号 行方市社会体育施設条例の一部を改正する条例について 原案可決
（賛成多数） 教育厚生委員会

議案第 15 号 行方市水道事業給水条例の一部を改正する条例について 原案可決
（全会一致） 経済建設委員会

議案第 16 号 公の施設の広域利用に関する協議について 原案可決
（全会一致） 総務委員会

議案第 21 号 令和５年度行方市一般会計予算について 原案可決
（賛成多数） 予算特別委員会

議案第 22 号 令和５年度行方市国民健康保険特別会計予算について 原案可決
（全会一致） 予算特別委員会

議案第 23 号 令和５年度行方市介護保険特別会計予算について 原案可決
（全会一致） 予算特別委員会

議案第 24 号 令和５年度行方市後期高齢者医療特別会計予算について 原案可決
（全会一致） 予算特別委員会

議案第 25 号 令和５年度行方市水道事業会計予算について 原案可決
（全会一致） 予算特別委員会

議案第 26 号 令和５年度行方市下水道事業会計予算について 原案可決
（全会一致） 予算特別委員会

議案番号 件　　　　　　　名 議決結果 付託委員会

発議第１号 行方市議会の個人情報の保護に関する条例の制定について 原案可決
（全会一致） ―

※　　　色が付いたものは賛否の分かれた議案です。
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第１回（３月）定例会で補正された予算（令和４年度）
議案番号 補正額（総額） 主な内容 議決結果

報告第２号
一般会計（第９号）

8,411 万円　増額
（192 億 5,478 万４千円）

〇専決処分の承認を求めることについて
　・行方市ふるさと応援寄附金基金積立金　/　5,000 万円
　・出産・子育て応援給付金　/　1,290 万円　　　など

原案承認
（全会一致）

議案第 17 号
一般会計（第10号）

6,838 万６千円　減額
（191 億 8,639 万８千円）

　・公共施設整備基金積立金　/　3,450 万４千円
　・難視聴対策受信機器設置工事　/　△ 1,200 万円
　・障害者福祉サービス給付費　/　3,797 万６千円
　・保育所運営委託料　/　△ 3,500 万円
　・新型コロナウイルスワクチン接種事業
 /　△ 2,195 万２千円
　・市民まつり事業補助金　/　△ 1,400 万円
　・通学路整備事業　/　4,298 万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

原案可決
（全会一致）

議案第 18 号
国民健康保険特別会計

（第２号）

2,483 万円　増額
（47 億 8,566 万１千円）

　・一般被保険者医療給付費分負担金
　 /　△ 5,142 万２千円
　・行方市国民健康保険支払準備基金積立金
 /　１億 400 万４千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

原案可決
（全会一致）

議案第 19 号
介護保険特別会計

（第３号）

4,416 万１千円　減額
（40 億 2,541 万２千円）

　・介護サービス給付費負担金　/　△１億 46 万９千円
　・特定入所者介護サービス費負担金
 /　△ 1,024 万３千円
　・行方市介護給付費準備基金積立金　/　8,512 万１千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

原案可決
（全会一致）

議案第 20 号
後期高齢者医療特別会計

（第１号）

1,172 万５千円　増額
（4 億 3,672 万５千円） 　・後期高齢者医療広域連合納付金 /　1,172 万５千円 原案可決

（全会一致）

※補正予算は予算特別委員会に付託されました。

本会議の内容を知りたい
「行方市議会　会議録検索システム」

　本会議の内容は、なめがた
エリアテレビや、インター
ネット録画中継でもご覧にな
れますが、会議の公式記録は
会議録となります。会議録は、
インターネットにて全文を確
認できます。
　市議会ホームページで「会
議録」を選択してください。


